
 

●平成 19 年 草津市における洪水避難訓練について 

 

１．洪水避難訓練の概要 

1.1 訓練の概要 

① 訓練の名称：平成 19年 草津市における洪水避難訓練 

② 実施日：平成 19 年 5月 27 日（日） 

③ 主催：水害に強い地域づくり協議会 琵琶湖河川事務所、滋賀県、草津市 

④ 開催場所：草津市立笠縫東小学校 

 

1.2 訓練の目的 

① 情報伝達、避難勧告等の基準及び洪水ハザードマップの検証 

⇒ 行政内の情報伝達、住民への避難情報伝達及びその情報による避難の実施等、

避難に関わる協議会での検討事項についての検証を行う。 

② 防災に対する意識向上や洪水ハザードマップの目的などの周知 

⇒ 多くの住民に洪水避難訓練に参加してもらうことで、防災に対する意識向上

を図るとともに、洪水ハザードマップの目的、使い方等の周知･普及を図る。 

 

1.3 検討の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 企画：草津市及び水害協議会で企画の立案 

② 広報：下記手段で広報を実施 
a) 新聞折り込みちらし（草津市笠縫東学区を対象） 
b) 草津市広報誌 
c) 関係機関HP

③ 避難訓練の開催：下記４テーマで訓練を実施 
a) 行政内情報伝達訓練 
〔シナリオ：草津川流域に大雨が降り、金勝川右岸堤防が決壊〕

b) 洪水避難訓練（モニター参加者 58人） 
c) 洪水に対する体験と学習（意見交換会を含む）（参加者約 80人）
d) 水防訓練（草津市） 

④ 結果とりまとめ、報告 
a) かわら版 
b) 広報用 CD（PR情報として作成）

⑤ 訓練結果から得られた課題の抽出 
a) 避難の目安となる指標について 
b) 住民への情報伝達・情報内容について 
c) 洪水ハザードマップについて 
d) 洪水避難訓練実施の効果について

資料-５      （2007/12/6） 

第８回 琵琶湖湖南流域  

水害に強い地域づくり協議会 
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○新聞折り込みチラシ







 

＜洪水避難訓練におけるアンケート結果の概要＞ 

1) 避難情報及び情報提供手段について 

a) 避難情報についての理解度 

３種類の避難情報（避難準備情報・避難勧告・避難指示）を発信したが、住民の方々

に、避難情報に対して“とるべき行動内容”が理解して頂けない結果となった。 

 

 

 

 

 

 

避難準備情報       避難勧告         避難指示 

b) 広報車からの避難情報に対する意見 

① 広報車からの音声が聞こえない。（回答者のほぼ全員から意見を頂いた） 

 広報車に注意して以内状況でも気付くようにして欲しい。 

② 放送内容が理解できない。 

・広報車からの放送内容が長すぎる。（細かな情報は不要） 

・避難準備、避難勧告、避難指示の違いが分からない。 

c) 広報車（及びその他の手段）からの避難情報に対する改善要望 

① 広報車の数を増やして欲しい。（全戸に聞こえるルートがカバーできていない） 

② 広報車をゆっくり走らせて（止めて）話して欲しい。 

③ 大きな声で、ゆっくり、はっきり、繰り返し話して欲しい。 

④ 緊急サイレン、電話連絡、町内一斉放送、テレビ・ラジオ等の活用が必要。 

2) 洪水ハザードマップについて 

a) 洪水ハザードマップの認知度及び日頃からの洪水への備えについて 

ハザードマップ保有率は比較的高いが、ハザードマップの内容についての周知・普

及がされていない結果となった。住民意識の高揚を図る必要がある結果となった。 

 

 

 

 

 

 

ハザードマップの保有状況     洪水に対する備えの状況 

3) その他の主な意見 

① 洪水に対する意識が持てたことは良かった。（防災意識が今まで不十分であった） 

② 緊急時対応を目的とした町内単位の訓練が必要。 

③ 訓練日は天候が良かったが、大雨の中で同様の対応ができるか不安。 

④ 洪水ハザードマップは、洪水時に見るようではダメ。平素からの啓発が必要。 

⑤ 災害時要援護者に対する対応が必要。
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２．洪水避難訓練の結果から得られた課題の抽出 

2.1 避難の目安となる指標について 

避難の目安となる指標（避難準備情報、避難勧告、避難指示）設定における、避難に

要する時間（情報伝達時間、避難準備時間、避難時間）の考え方については、妥当性が

確認できた。（ただし、実洪水においては、さらなる時間を要することが想定される） 

① 行政内情報伝達は、概ね 10 分で完了 

② 住民避難は、広報車による情報伝達開始から概ね 30 分で避難完了 

＜情報伝達～避難完了までの検証の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 住民への情報伝達・情報内容について 

① 広報車の音声が聞こえなかった 

・広報車からの音量を大きくする 

・広報車の移動速度を遅くするとともに、適切な広報車ルート計画が必要 

・ゆっくり話す、はっきり話す、繰り返し話す 

② 広報車からの情報内容の意味がわからなかった 

・行動内容を明確にする 

・不要な修飾語は除く 

・現在の状況を明確にする 

2.3 洪水ハザードマップの評価 

① 洪水ハザードマップ保有率：80%（5月 1 日配布） 

② 洪水ハザードマップを見て避難場所を選定したモニター：40% 

 

洪水ハザードマップの周知・普及が必要 

2.4 洪水避難訓練実施の効果 

① 洪水がくる可能性があると認識した人が増えた（訓練前：16% ⇒ 訓練後：53%） 

② 訓練に参加したことは有意義と感じた人が多かった（70%以上） 

避難の目安となる

水文量に到達

広報の準備（草津市）

国・県→市へ洪水情報を配信

避難情報発令の判断（草津市）

広報車巡回（草津市）

避難準備（住民）

避難場所へ移動（住民）

避難完了
（危険水位相当）

金勝川では１時間を想定
（協議会での検討結果）

行政内情報伝達訓練
〔訓練での所要時間：１０分〕

洪水避難訓練
〔訓練での所要時間：３０分〕

時
 
間
 
経
 
過

実施内容 訓練での所要時間

避難に要した時間の合計

〔訓練での所要時間：４０分〕
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行政内情報伝達訓練の実施結果について 

 
本部体制について 
○ 対策本部本部員、本部連絡員の動員体制が部毎に異なるため、本部会議における意

思決定と各班への指揮命令が機能しない。 
・避難対策部 ⇒ 警戒１号体制で部長のみ 
・救援部 ⇒ 警戒１号体制で本部連絡員のみ 

 
○ 警戒１号体制から対策本部各部長を動員。 
○ 部内の班が警戒にあたる場合は本部連絡員を動員。 

 
○ 風水害対策において、水防体制から災害対策本部体制に移行する際の水防組織から

災害対策本部組織への活動要領が定められていない。（今回の訓練では、水防組織が

水防訓練に従事していたため検証ができていない。） 
 

○ 各班が対応マニュアルを作成し、それを組織全体で共有することにより、共通

認識を得る。 

 
本部運営について 
○ 対策本部会議では、収集された被害状況や気象、河川などの各種情報や各部の対応

等をもとに対策を決定していくこととなるが、それらの情報が共有できていないた

め、本部内の意思決定や意思統一が困難。 
 

○ 可能な限り情報の共有できる方策を実施。（ホワイトボードや白地図、パソコ

ンなどの積極的な活用 など） 

 
○ 部長不在の場合、各部毎の責任者の順位により代替職員が対応することとなってい

るが、徹底されていない。 
 

○ 各部の動員計画および代替職員の徹底を図る。 

 
動員体制について 
○ 情報の収集および処理について、電話やＦＡＸ、防災行政無線、パソコンなどの操

作が必要となるが、現行の人員では処理が困難である。 
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草津市とりまとめ資料

草津市－１



・電  話 ⇒ 外線３台、内外線１台、内線６台  計１０台 
・パソコン ⇒ １台（増設可） 
・防災無線 ⇒ 統制台（呼出番号１００） 

 
○ 情報収集体制を強化するため、情報収集班の動員計画を増員。 
○ インターネット等情報通信機器の使用に対応するため、情報機器復旧班を警戒

１号体制から配備。 
○ 総務部内の体制を強化（支援要請班および財務班の動員計画を増員）。 

 
○ 風水害の場合、避難準備情報、避難勧告、避難指示の順に発令することが想定され

るが、現行の動員体制では広報渉外班での災害広報への対応が困難であり、また、

パトロールや現場活動が必要な班を除いた場合、他の部や班からの応援も困難であ

る。 
・広報渉外班動員計画（現行） 

    警戒１号体制 ⇒ ２名（班長、副班長） 
    警戒２号体制 ⇒ ３名（班長、副班長、班員１） 
    警戒本部体制 ⇒ ５名（班長、副班長、班員３） 
 

○ 広報渉外班の動員計画を増員。 
○ 総務部内の体制を強化（支援要請班および財務班の動員計画を増員）。 

 
○ 災害広報に必要となる広報車両（防災無線、スピーカー付車両）を的確に配車する

必要がある。 
 

○ 支援要請班を警戒１号体制から配備。 

 
○ 避難準備情報の発令に伴い避難所の開設が必要となるが、現行の動員計画では警戒

本部体制にならないと班の任務遂行が困難である。また、避難所の開設に併せ応急

救護所を設置する場合、救護班についても警戒本部体制にならないと班の任務遂行

が困難である。 
・避難総括班動員計画（現行） 

    警戒１号体制 ⇒ 配備なし 
    警戒２号体制 ⇒ １名（班長） 
    警戒本部体制 ⇒ ３名（班長、班員２） 
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草津市－２



・避難所班動員計画（現行） 
    警戒１号体制 ⇒ 配備なし 
    警戒２号体制 ⇒ １名（班長） 
    警戒本部体制 ⇒ ６名（班長、副班長２、班員３） 

 
・救護班動員計画（現行） 

    警戒１号体制 ⇒ 配備なし 
    警戒２号体制 ⇒ 配備なし 
    警戒本部体制 ⇒ ２名（班長、班員１） 
 

○ 避難総括班と避難所班、救護班を警戒１号体制から配備し、動員計画を増員。
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草津市－３



平成１９年度草津市における洪水避難訓練について  

行政内情報伝達訓練 住民への情報伝達訓練 洪水避難訓練を単独でなしに 
それぞれを関連づけて（洪水の情報により市が避難情報を発しその情報を住民へ伝達し 
住民は行政からの避難情報によりハザードマップをもとに避難訓練を行う）より実際に 
近づけた訓練を試みた。 
 
行政内伝達訓練 対象：琵琶湖河川事務所、滋賀県、草津市、消防署等水防関係機関 
 
  国、県から市への避難の目安となる洪水の情報を正確かつ迅速に伝達する 
  訓練。 
    どんな情報が来るかは打合せしたが、市へ入る時刻は、事前連絡なしで実施。 
  情報に応じた市の災害警戒体制を敷いて実施。 

① 水防第１配備 ② 警戒１号体制(水防第２配備) ③ 警戒２号体制 
         （草津市災害警戒体制） 
④ 災害警戒本部(体制)   ただし②～④は訓練のため実際に動員する職員の 

中から指定した職員が参加しての実施） 
  洪水の情報により草津市災害対策本部会議において 

１避難準備情報 ２避難勧告 ３避難指示を発令。 行政防災無線を通じて 
自治会長へ情報を伝達。同時に広報車（３班）にて避難１から３のそれぞれの 
避難情報を訓練対象区域に広報した。 

 
住民が参加する洪水避難訓練 対象者（洪水避難訓練モニターのみ） 
 
 事前にお願いしているモニターさんに、広報車および自治会長等からの洪水 
の情報により避難所へ避難してもらう。（広報車：消防団員と市広報班の職員の 
広報訓練） 
 避難訓練参加者から広報車での内容が聞き取れなかった、わからないといっ 
た意見がもたらされた。住民への情報伝達では広報車での広報には限界があり実際に 
おいては他の伝達方法を複数準備する必要がある。（今後の検討課題） 
 

 
水防訓練 対象： 消防団員、市職員、建設工事市内業者協会  
  水防技術専門員による水防工法の基礎となる土のうづくりと 
堤防からの越水を想定した土のう積みの訓練。 
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草津市－４




